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廃
棄
物
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下
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あ
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土
地
に
係
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指
定
区
域
を
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と
お
り
指
定
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る
の
で
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同
条
第
二
項
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規
定
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り
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介
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し
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、
同
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第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。
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名

称

埋

立

地

の

区

分

指

定

区

域

弘
前
市
新
岡
地
区

一
般
廃
棄
物
最
終

処
分
場
指
定
区
域

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
令

(

昭
和
四
十
六
年

政
令
第
三
百
号)

第
十
三
条
の
二

第
三
号
イ

(

廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三

十
五
号)

第
十
二
条
の
三
十
一
第

二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
に
よ
り

一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に

供
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
て
廃
止
さ

れ
た
も
の)

弘
前
市
大
字
新
岡
字
外
ノ
沢
一
八

七

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

�
�
�
�
�
�

�
	
�
�
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�
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�
�
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�
�
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( )

青
森
県
告
示
第
二
百
四
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
六
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
一
月
十
一
日
、
同
年
二
月
七
日
及
び
同
月
十
六

日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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株
式
会
社
フ
ァ

ル
マ

弘
前
市
大
字
北
横

町
一
九
の
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
フ
ァ
ル
マ

弘
前
市
大
字
北
横

町
一
九
の
一

平
成

��

･

�･

�

事

業

所

登

録

番

号

登

録

年
月
日

氏
名
又
は

名

称

住

所

名

称

所
在
地

業
務
開
始

予

定

年
月
日

備

考

������

���

平
成

��

･

�･

�
社
会
福
祉

法
人
虹

青
森
市
問

屋
町
一
丁

目
一
五
の

一
〇

シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
虹

の
郷

青
森
市
東

大
野
二
丁

目
三
の
一

三

平
成

��

･

�･

�
短
期
入
所

生
活
介
護

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

自
立
訓
練

(

生
活
訓

練)

五
所
川
原
リ

ハ
ビ
リ
倶
楽

部

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
一

平
成

��

･

	･

	�

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
(輸
入
)
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

肉
豚
ガ
ー
リ
ッ
ク
75

29.1
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
TD
N
､
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

ハ
ー
ブ
FO
真
健
仕
上
EX
M
α

29.1
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
M
E､
水
分

無



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
の
で
、
土

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
及
び
同
法
第
九
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
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東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

D
PF純

植
15R
プ
ラ
ス

29.1
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
M
E､
水
分

無

み
ち
の
く
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
乳
用
牛
飼
育
用
配
合
飼

料デ
イ
リ
ー
マ
ッ
シ
ュ
16

29.2
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
TD
N
､
水
分

無

み
ら
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
６

同
左

IC
後
期
EC
M

29.2
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
M
E､
水
分

無

み
ら
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
６

同
左

B
マ
ス
タ
ー
(M
)

29.2
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
TD
N
､
水
分

無

み
ら
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
６

同
左

ITO
C
H
U

ク
エ
ス
ト
G

29.2
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
M
E､
水
分

無

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

路
線
名

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
三
四
二
の
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
三
四
二
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

一
七
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

六
三
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

六
三
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

権
現
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
権
現
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

解
除
す
る
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平

成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

第
四
条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事

項
次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

二

富
萢
五
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
富
萢
五
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

解
除
す
る
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

青
森
県
告
示
第
二
百
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
七
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

権
現
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
権
現
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平

成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

第
四
条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事

項
次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

二

富
萢
五
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
富
萢
五
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
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( )

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

小
笠
原
塗
装

二

氏
名

小
笠
原
正
成

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
四
本
松
五
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
〇
六
〇
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

成
田
畳
工
店

二

氏
名

成
田
政
勝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
尾
上
栄
松
七
九
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
二
〇
〇
五
七
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
三
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
南
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

南
直
之
進

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
堅
田
一
丁
目
一
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
八)

第
二
四
二
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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開
発
区
域

(
工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
正
浄
寺
二
〇

の
一

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
正
浄
寺
一
九

の
三

学
校
法
人
小
野
学
園



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ホ
ー
ム
ク
リ
エ

二

代
表
者
の
氏
名

小
泉
博

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
小
中
野
六
丁
目
八
の
二
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(
般
―
二
八)

第
一
一
六
八
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北

三
沢
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕

事
業
名

維
持
管
理
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

山
本

轍
雄

上
北
郡
七
戸
町
字
十
役
野
九
一
の
三

平
成
��･

�･

��


